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瀬
戸
団
地
の
西
側
付
近
に
「
神じ
ん

宿じ
ゅ
く

」
と
い

う
地
名
が
あ
り
ま
す
。『
鏡
野
町
史
』
民
俗
編

に
は
、

　
「
昔
こ
の
地
に
総
社
が
あ
り
、
野の

介け
の

庄し
ょ
う

内
三

十
四
カ
村
の
神み

輿こ
し

が
集
ま
っ
て
祭
礼
を
行
っ

た
地
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。」

　

と
あ
り
ま
す
。

　
「
総
社
」
と
は
、
各
所
の
神
社
の
祭
神
を

一
ヵ
所
に
勧か
ん

請じ
ょ
う

し
、
合ご
う

祀し

し
た
神
社
の
こ
と

で
、
一
般
的
に
は
一
国
の
総
社
を
い
い
ま
す

が
、
庄し
ょ
う

園え
ん

（
荘
園
＝
有
力
者
の
私
有
地
）
や

一
郡
、
一
郷
の
総
社
も
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で

い
う
総
社
は
野
介
庄
と
い
う
庄
園
の
総
社
を

指
す
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

南
北
朝
時
代
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
、

こ
の
野
介
庄
の
領
主
で
あ
っ
た
の
は
斎
藤
氏

で
す
。
戦
国
史
研
究
家
の
森
俊
弘
氏
は
、
斎

藤
氏
は
美
作
守
護
職
か
ら
現
地
で
荘
園
を
管

理
す
る
役
職
を
与
え
ら
れ
て
い
た
人
物
で
あ

る
と
推
定
し
て
い
ま
す
。
実
際
に
小
田
草
神

社
に
は
貞じ
ょ
う

治じ

七
年
（
一
三
六
八
）
年
に
斎
藤

二
郎
と
い
う
人
物
が
「
庄
内
安あ
ん

穏の
ん

」
と
銘め
い

を

刻
み
、
野
介
庄
の
平
安
を
願
っ
て
奉
納
し
た

梵ぼ
ん

鐘し
ょ
う

が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
野
介
庄
の
範
囲
は
『
作
陽
誌
』（
元

禄
四
年
〈
一
六
九
一
〉
年
刊
）
で
は
、
馬
場
、

小
座
、
瀬
戸
、
竹
田
、
寺
元
、
宗
枝
、
真
加
部
、

入
、
下
森
原
、
上
森
原
、
塚
谷
の
十
一
カ
村

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
同
書
の
「
小
田

草
神
社
」
の
項
に
は
、「
馬
場
、塚
谷
、下
森
原
、

入
、
竹
田
、
瀬
戸
及
び
小
座
半
村
の
氏
社
な

り
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
に
は
野

介
庄
の
う
ち
七
村
が
氏
子
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、明
治
七
年（
一
八
七
四
）

の
「
神
社
明
細
書
上
帳
」
に
は
、
小
田
草
神

社
は
「
往
古
は
野
介
庄
十
一
カ
村
、
薪た
き
ぎ

郷ご
う

六

カ
村
の
総
鎮
守
で
あ
っ
た
」
と
書
か
れ
て
い

ま
す
。
薪
郷
六
カ
村
と
は
、
山
城
、
原
、
高
山
、

河
本
、
薪
森
原
、
下
原
に
あ
た
り
ま
す
。

　

で
は
、「
野
介
庄
内
三
十
四
カ
村
」
は
ど
う

解
釈
す
れ
ば
良
い
の
で
し
ょ
う
。
小
田
草
神

社
の
氏
子
の
範
囲
が
こ
の
よ
う
に
変
化
し
て

い
っ
た
背
景
と
し
て
、
一
つ
に
斎
藤
氏
の
支

配
領
域
の
変へ
ん

遷せ
ん

が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

森
氏
は
、
戦
国
時
代
に
斎
藤
氏
が
出
し
た
、

土
地
や
税
金
の
徴
収
権
を

家
来
に
与
え
る
と
い
う
こ

と
が
書
か
れ
た
「
発は
っ

給き
ゅ
う

文も
ん

書じ
ょ

」
と
い
う
書
状
か
ら
当

時
の
斎
藤
氏
の
支
配
領
域

を
推
定
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
斎
藤
氏
の

支
配
領
域
の
最
大
範
囲
は
、

野
介
庄
の
他
に
薪
郷
、
西

大
野
郷
（
現
在
の
大
野
地

区
）、
香
々
美
、
公
保
田
、

久
田
あ
た
り
ま
で
広
が
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

で
す
か
ら
、「
野
介
庄
内
三
十
四
カ
村
」
と
い

う
の
は
、
具
体
的
な
村
名
を
一
つ
一
つ
示
す

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
斎
藤
氏
が
支
配
し

て
い
た
最
大
領
域
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

で
は
、
神
宿
は
ど
の
よ
う
な
場
所
で
あ
っ

た
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
斎
藤
氏
の
本
拠

地
が
小
田
草
城
（
馬
場
）
で
、
野
介
庄
の
総

鎮
守
と
い
わ
れ
る
小
田
草
神
社
は
城
の
麓
に

あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、「
神
輿
が
集
ま
っ
て

祭
礼
を
行
っ
た
地
」
と
い
う
神
宿
は
、『
作
陽

誌
』
の
中
に
記
述
が
な
い
こ
と
、
神
宿
の
周

辺
に
神
社
の
存
在
が
想
定
で
き
る
よ
う
な
小

字
地
名
が
存
在
し
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
総

社
よ
り
も
む
し
ろ
御
旅
所
の
よ
う
な
場
所
で

は
な
か
っ
た
か
と
推
定
で
き
ま
す
。

　

神
宿
の
位
置
は
、
薪
郷
や
大
野
、
宗
枝
、

真
加
部
か
ら
小
田
草
神
社
へ
向
か
う
際
に

ち
ょ
う
ど
落
ち
合
う
場
所
で
も
あ
り
ま
す
の

で
、斎
藤
氏
が
こ
れ
ら
の
地
域
に
勢
力
を
持
っ

て
い
た
頃
、
小
田
草
神
社
の
祭
礼
に
際
し
、

支
配
領
域
の
村
々
の
神
輿
が
こ
の
地
に
集
い
、

祭
事
を
行
っ
て
い
た
場
所
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
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